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ヤマ（平地林）といっても２種類ある 生活に使われたヤマ（平地林）
日本の森林の保全管理や研究をしてきた谷本𠀋夫さんと市内で平地林などをフィールドに緑の保全活動に取り組
む吉田春彦さんにヤマ（平地林）の歴史的な背景や取り巻く現状について語っていただきました。
日本の森林の保全管理や研究をしてきた谷本𠀋夫さんと市内で平地林などをフィールドに緑の保全活動に取り組
む吉田春彦さんにヤマ（平地林）の歴史的な背景や取り巻く現状について語っていただきました。

　昭和30年代まで日本の森林の多くは、農用林でした。当時、農業を営む際には、例えば１haの畑につき、肥料や燃料
を採るために10haから15haの広さの山林が必要でした。１回木を切ったらまた育つのに数十年かかるため、山林だけ
でなく、平地林も農用林として使っていました。
　昔は山掃除や落ち葉かきといって山かごの中に落ち葉を入れて小屋に持っていき積んでおきました。落ち葉は堆肥や
燃料として使用する大事なものだったので11月には地面が見えるほどかき取ってしまい、まったく残っていませんでし
た。林にあるものはすべて使っていたのです。
　今の平地林は、農用林だったものですが、大きく分けて２種類あります。ひとつは、クヌギやコナラなど一種類の揃っ
た薪を生産する目的で営林として植樹した林。もうひとつは、樹木の種類がたくさんあり古来より里山として使われて
きた入会山※であったところが放置され、大きくなった林です。これらは同じ平地林でも全く質が違うものなのです。
　ちなみに烏ヶ森公園や祇園原の松林は、皇室財産である御料林（ごりょうりん）であり、その後公有地となりました。
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　入会山は村ごとに管理していましたが、「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」（昭和41年制定）がで
きて共同管理が解体されてしまったため、共同体としての機能が無くなってしまいました。
　歴代の入会山はずっと管理していた実績があった人に払い下げられました。長く里山として使われてきた山が個人管理と
なったため、保全していくうえでの課題になっています。
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　歴代の入会山はずっと管理していた実績があった人に払い下げられました。長く里山として使われてきた山が個人管理と
なったため、保全していくうえでの課題になっています。
　平地林を保全するうえで、地元のおじいさん、おばあさん達がどうやって使っていたのかを考えれば、地域が必要として
いたことも分かります。例えば、薪炭をつくるためにつくっていた森林なのか、屋敷守や防風のためなのかなどを調べれば、
今後、それを保全していくためにより適した形が分かるかもしれないですね。
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　平地林などを保全するならば、その地域の特色ある森林の全体像を理解したうえで
それをどう生かすかということを考えることが望ましいです。
　里山として使われていたときの緑か、それとも現在の鬱蒼とした緑を保全するのか
など、どの時代のどういった景観を目指すのか、歴史的遺産があるようなところだと、
その維持と関連付けて人々に関心を持ってもらえるようなシステムにするとうまくい
くのではないでしょうか。
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条例1０条
つな
がっテルね！ （協働）

第10条　市民、議会及び市は、まちづくりを推進するために、それぞれの立場を理解し、
目的を共有し、相互に依存することなく力を合わせて、その実現に努めるものとする。 条例13条

つな
がっテルね！ （市民の責務）

第13条（一部抜粋）
（３） 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。
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下毛野朝臣古麻呂
 （しもつけのあそんこまろ）
（大宝律令の選定に携わった
下野市ゆかりの人物）

ヤマ（平地林）は下野市のお宝
こまろ

　　営林として薪を生産するための林
　今はガスなどを燃料として使用していますが、昔はすべての燃料
に薪炭を使用していました。クヌギやコナラが生えており、まれに
ハンノキや柳も出てきます。また、松の木も燃料にするために植え
られていました。アカマツはとても高温で燃えて灰が残りづらいた
め陶芸向きであり益子焼などでも使用されています。宮沢賢治の「税
務署長の冒険」に出てくるテレピン油も松からつくられたものです。
　昔は、木を植えるのは燃料など、全部使う目的があったからなの
です。例：烏ヶ森公園・祇園原の松林など

　　里山として使われていた林（入会山）
　昔は、村ごとに入会山を管理していました。※入会山（いりあい
やま）とは、一定地域の住民の団体（村落）が、生産・生活に必
要な薪炭や用材、肥料になる落ち葉などを採取する目的で共同管
理する山林のことです。
　里山のように自然に樹木が生えてきたところは色々な種類が生え
ている林になります。昔の里山は低木が多く、人の手で管理されて
いたこともあって明るい林でした。例：南河内第二中学校西側の林

吉田さん：烏ヶ森公園には自然が多く残っており、クヌギ
やコナラ、エゴノキなどがよく見られます。公園内でカタ
クリの里づくりに取り組んでいますが、カタクリを育てる
うえで日影が必要です。今はコナラが生えていて日影を
作っているんですが、木が枯れたりして日影がなくなると
カタクリもだめになってしまいます。

谷本さん：人の家の山まで
入って木を切ったり落ち葉
かきをする者もいたので、
見かけたら通報するように
と記されている古文書もた
くさん残っているんです。

昔は、木は大切な資源で無駄にせず全部使っていたん
だ。木材や落ち葉、山菜を採るために人の手によって
管理されていた林は、樹木が大きくなりすぎて朽ちた
り虫がついて病気になることもなく、うまく循環利用
できていたんだね。

樹木の種類によってどういった目的でつくられ
た平地林なのかわかるんだね！樹木の勉強して
市内を散歩してみたら面白そうだなあ

昔から住んで
いる人は平地
林をヤマと呼
んでるんだよ

里山の面影が残る
南河内二中西側の
樹種：コナラ・ク
ヌギなどの落葉広
葉樹、赤松、ヒノ
キ、杉などの針葉
樹の他、ミズキ・
エノキ・カツラ・
ネムノキ（落葉樹）

　平地林とは平地にある林のことですが、もともと薪炭と堆
肥の原料となる木材や落ち葉が採れることから、農家などに
とって大切な場所でした。
　市内には、かつて古墳や山城だった場所が平地林になっ
たものや神社の鎮守の杜など、歴史的な背景を持つ平地林
が数多くあります。そ
れらは私有地であるこ
とが多い傾向ですが、
個人では管理困難にな
るケースも見られま
す。平地林の面積は耕
地や宅地化など開発が
進んだ際に大幅に減少
し、現在も縮小し続け
ています。

　鬼怒川、田川、姿川の水の恵みを受け、豊か
な自然が育まれた下野市は、平地林や農用地が
広がり緑にあふれ、下野市の財産となっていま
す。一方で使われなくなった平地林が荒れてしま
うなど、その保全のあり方が課題になっています。
　第１７号では、下野市内の緑や豊かな自然の残
る景観を探し、そうした緑の保全のあり方につい
て探ってみました。

第二次下野市総合計画

自治基本条例に基づき、市政を総合
的かつ計画的に運営するために策定
された市の最上位計画です。この計
画の基本施策のひとつに「うるおい
のある緑環境づくり」を掲げています。
市民に憩いの場を提供するとともに
防災や環境共生の観点もふまえて公
園・緑地の整備を進めています。

下野市緑の基本計画

都市緑地法に基づく、市内全域を対象とした緑地の保
全や緑化の推進に関する総合的な計画です。
都市における緑地はオープンスペースとして、主に環境
保全、レクリエーション、防災、景観形成の４つの機
能を有し、市民の生活に様々な効果をもたらしています。

行政計画の中で緑
に関するものはど
んなものがあるん
だろう？

カタクリの里のコナラやクヌギ（烏ヶ森公園）
天平の丘公園内の平地林

カタクリの花

祇園原のアカマツ

下野市の平地林

べにまる

条例6条
つな
がっテルね！ （情報提供）

第６条　議会及び市は、その保有する情報について市民との共有財産であるとの認識
に立ち､積極的に、かつ、分かりやすく市民への情報提供に努めるものとする。

吉田春彦さん：
木を知ろう・森を知ろう会代表

谷本𠀋夫さん：
宇都宮大学名誉教授


